
ヘルス・マネジメント認定制度は、事業所が健康経営に

取り組みやすくなる支援をするため、島根県や関係団体と

連携し、協会けんぽ島根支部が運営する認定制度です。
認 定

健康宣言

表 彰

【ヘルス・マネジメント認定制度イメージ】

健康づくり
スタート

一定の基準
をクリア

ヘルス・マネジメント認定制度とは

「健康経営」って何をしたらいいの？
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協会けんぽへ「健康宣言」をする

事業所の健康課題に基づいた「健康宣言」を行うことがまず第一歩です。
まずは、協会けんぽ島根支部に「事業所カルテ送付依頼書」をご提出ください。
事業所の健康課題が一目で確認できる「事業所カルテ」※をお届けします。自
社の健康課題を見つけて健康宣言をしましょう。
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協会けんぽのサポート制度を活用する

「健康宣言」をすると協会けんぽ島根支部から「健康宣
言事業所の証」が届きます。
社内に掲示し、健康づくりに取り組みましょう。
具体的な健康づくりの取り組みの第一歩として、協会け
んぽのヘルス・アップサポート事業やYouTube公式
チャンネルで公開している動画を活用してみましょう。

（※）事業所の規模や当協会が保有する健診結果等のデータの有無によっては、県内同業種と全国
同業種を比較した「健康度カルテ【業態別】」の提供となります。
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「ヘルス・マネジメント認定」を目指す

ヘルス・マネジメント認定基準チェックシートに基づいて社内の取り組み状況
をチェックしてみましょう。採点結果が認定基準を超えている場合、協会けん
ぽ島根支部へチェックシートをご提出ください。
認定となった場合、協会けんぽ島根支部と島根県の連名で認定証を交付します。
また、５年連続認定し一定の基準をクリアすると、表彰対象となります。
認定を目指してできることから取り組んでみましょう！

５年連続認定
かつ一定基準クリア

「ヘルス・マネジメント認定」の申請方法等について、ホームページで検索

No. 0
機密性2

株式会社●●商事

当社は 従業員が 心身ともに 健康で 働き続ける

会社を目指して次のことを取組みます。

従業員の健康づくりに向けて宣言されたことを証します

令和 年 月 日

全国健康保険協会島根支部

健康宣言事業所の証

１．健康診断の実施
被保険者(35歳以上)の健診受診率を　100％とします。
被扶養者(40歳以上)の健診受診率を　50％以上とします。

2．再検査・治療の推奨
健診の結果で再検査や治療の必要がある従業員に対して医療
機関を受診するように勧奨します。

3．特定保健指導の利用
特定保健指導の対象となった者の実施率について、サポート初
回は100％、サポート完了は80％を目指します。

４．わが社の健康プラン
（例え）
社員食堂の献立をカロリーオフメニューに切り替えるとともに、
自販機からカロリーの高い飲料水を排除します。

サンプル

協会けんぽのサポート制度は裏面を確認！！協会けんぽのサポート制度は裏面を確認！！

検索ワード 協会けんぽ ヘルス・マネジメント認定制度 二次元コード検索

（※）「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

‟ヘルス・マネジメント認定制度“
を活用して健康経営®をはじめよう！ 協会けんぽ島根支部

キャラクター
しまめちゃん
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ヘルスアップサポート事業のご紹介

従業員の皆さまが健康づくりに対する意識を高めていただけるよう、健康測定機

器をレンタルします。

肺年齢肺年齢

（出前講座の様子）

以下の項目について経験豊富な専門家が講師として事業所へお伺いし、従業員の

皆さまへご説明します。

健康づくり出前講座

健康測定機器レンタル

〒690-8531 松江市殿町383 山陰中央ビル2階
全国健康保険協会島根支部 保健グループ
電話：0852-59-5139（代表） 営業時間：8：30～17：15（土日・祝日除く）

お問い合わせ先

生活習慣病予防

食生活

禁煙

熱中症

メンタルヘルス

治療と仕事の両立支援

お口の健康

仕事が原因の体調不良の改善

運動習慣の定着

女性の健康

 生活習慣病予防

 食生活

 禁煙

 熱中症

 メンタルヘルス

 治療と仕事の両立支援

 お口の健康

 仕事が原因の体調不良の改善

 運動習慣の定着

 女性の健康

協会けんぽ島根支部では、職場の健康づくりに取り組む事業主・加入者の皆さま

の活動を支援するため、ヘルス・マネジメント認定制度にエントリー（健康宣言）

していただいている事業所を対象に以下のようなサポート事業を無料で行っています。

この機会にぜひご活用ください！
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